
令和８年度                                                                    南城市立玉城中学校 

生徒心得 

１ 身なり規定 

（１）服装…将来、社会に出ても通用する身だしなみが出来るようにすることを目的とする。 

ア 学校指定の夏冬の制服を着用する。（個人情報保護のため、見えない部分へ名前を刺繍する。） 

イ スカートの丈は、膝を覆う程度の長さとする。 

ウ ジャージ登校の際には、学校指定のジャージ、体育着を着用する。 

・登校の際、体育着でもよい。校内でも体育着の上下で活動してもよい。 

エ 靴下の色は指定しないが、入学式、始業式、修了式などの儀式的行事では白又は黒の靴下を着用する。 

オ 肌着は無地で制服からはみ出さないようにする。（色の指定はないが、白または黒を推奨） 

カ 防寒着として着用できるものは、黒や紺のタイツ類と学校指定のジャージ（上着）のみとする。 
 

（２）頭髪 

ア 清潔感があり学習や運動に適した長さ、髪型とする。そり込み、襟足を伸ばす、髪染めやパーマ（スト

レートパーマも含む）は認めない。整髪料の使用は禁止とする。 

  ※くせ毛の矯正等については、いじめのおそれやコンプレックスがある場合は、保護者の同意を得て、学

校長と面談の上で認めることがある。 

イ 目や肩につくなど、学習に支障がある又は他者の迷惑となる場合は、自分で判断してピンで留めたり、髪

ゴムやで束ねたりする。（式典、給食時＜準備も含む＞は必ず束ねる。技能教科等、先生の指示がある場

合も束ねる。髪ゴムは毎日持ってくる。） 

ウ ヘアピンや髪ゴムの色指定はないが、キャラクターなどの飾りがないシンプルなものとする。 

（シュシュは禁止） 

   

（３）通学靴 

機能性を考え、デッキシューズやハイカット、ミドルカットのシューズ、革靴等ではなく、運動に適し

たスポーツシューズを推奨する。 
 

（４）通学用カバン 

通学用のカバンは、布や皮革など丈夫な素材のもので肩掛け、リュックタイプのものとする。 

※ただし６校時分の学習用具が入る大きさとし、カバンが閉まるもの。（ものが落ちない。） 
 

（５）色リップ、グロスなどの化粧やマニキュア、つけ爪はしない。また、公共の場であることを踏まえ、香

り付きのリップやボディークリーム・香水などは禁止する。 
 

（６）ベルトは黒または茶色で幅は３～４ｃｍとし、ファッションベルトは禁止する。 
 

（７）その他 

①夏・冬の制服、ジャージ、体育着は指定店（新垣事務機）で購入すること。 

②ネックレス、ブレスレット、ピアスなどアクセサリー類、カラーコンタクトは禁止。（チタンも含む） 

 
 
 

2 持ち物 

（１）学習に不要な物の持ち込みは禁止する。 

（２）学習用具は、「学校においてよいもの」以外は持ち帰るようにする。※掲示物を確認して下さい。 

（３）自分の持ち物には、必ず学校名・学年・氏名をはっきりと記入する。 

（４）学校には、徴収金、公衆電話代以外のお金は持ってこないようにする。また、お金の貸し借りはしない。 

（５）携帯電話は学校に持ってこない。 

 ※指導により取り上げた学習用具以外のものは、厳重注意をした後、保護者に直接返却する。 

 
 
 



3 学校生活の過ごし方 
 

 活動のめやす・心がけてほしいこと 

登下校 

① ８：２５までに登校・入室し、学習の準備をしよう。 
ルート：２年生→図書室横、１年生→小学校側外階段、３年生→事務室前 
   ※１年生は、雨天時は事務室前から登校できる。 

② 登下校の際には、交通ルールを守り、安全面に十分気を付けよう。 
③ 納入金は登校したら、すぐに事務室に納めよう。 

朝の自主活動 ① 学習の準備や読書、係活動等の自主活動の時間にしよう。 

授業時間 

生徒の本分は学習です。学習の基本は、もちろん「授業」にあります。「授業」が実りあ
る時間になるように、自ら進んで学習し、お互いに努力して自分も他の人も伸びるように努
めましょう。 
① 始業のベルの２分前には入室、1 分前に着席し、静かに学習の準備をしよう。 
② 授業の始まりは、「黙想」をおこない、落ち着いた状態から挨拶をしよう。 
➤チャイムと同時に級長の合図で「黙想はじめ」、チャイムの間黙想、「黙想なおれ」「姿
勢を正してください」『はい』「これから○校時の授業を始めます。礼」『お願いします』 

③ 授業の終わりは、副級長の合図で「起立」し、姿勢を正してから挨拶をしよう。 
➤「起立」『はい』「これで○校時の授業を終わります。礼」『ありがとうございました』 
④ 移動教室の時は、電気、扇風機のスイッチを切り、戸締まりをしっかりしよう。 

休み時間 
① 教科係は、先教科の先生との連絡や準備をしよう。 
② 保健委員は、朝の会終了後に健康観察簿を提出しよう。 

給 食 

① 給食当番は、１５分以内に配膳を終わり、他の生徒は席で静かに待つようにしよう。 
② 給食委員や副担任等で学級の配膳を点検する。 
③ 食事中は席立ちをせず、食事がすんだらきちんと後片付けをしよう。 
④ 給食当番は、後片付けを機敏に行い、すぐに清掃に取りかかれるようにしよう。 

清掃時間 
① 全員で協力し合い、分担区域をしっかりと清掃しよう。 
② 分担区域を時間にいっぱい清掃しよう。 
③ 気持ちよく学習できるように校舎内外を美しくしよう。 

 
休憩時間 
(15 分) 

① 安全面に気をつけ、読書・スポーツ・ゲーム・休養・友達との語らい等を行い、秩序正
しく過ごそう。※認められているゲームは、トランプ・ウノ・オセロ・囲碁・将棋です。 

② 授業開始５分前までには諸活動を終え、次の準備をしよう。 

放課後 

① 家庭学習（自学学習）に必要な学習用具は、きちんと持ち帰ろう。 
② 特別活動や部活動を積極的に参加しよう。 
③ 次の下校時間を守ろう。 

※月～金曜（一般生徒）・・・・帰りの会終了後、30 分以内には下校する。 
※部活動をしている生徒は、「部活動規定」によるものとする。 

④ 帰宅途中のシャツ出し・買い食い、飲食店への立ち入りは禁止です。 

生徒会活動 
① 生徒会の一員であることを自覚し、学校行事・生徒会行事に積極的に参加しよう。 
② ボランティア活動を通じて、奉仕の精神を養おう。 

部活動 
① 部活動を通して、協調性・忍耐力・奉仕の精神を養おう。 
② 健康・安全に十分注意し、礼儀正しく活動しよう。 
③ 自主的・積極的に取り組もう。 

１，休み時間など他の教室への出入りはしない。他学年のフロアにも行かない。 
２，遅刻した場合は、職員室で『入室許可証』を学年の先生から受け取って授業に参加する。 
３，認められているゲームは、休憩時間以外は禁止する。 
４，自転車での登下校はしない。（休みの日や長期休業中も同じ） 
５，欠席するときは、必ず保護者を通して届け出をする。 
６，病気・ケガなどの理由で早退するときは、養護教諭・学級担任の許可を得る。 
７，休日・放課後などに学校に来るときは、先生の許可を得て制服か学校指定のジャージ・部活動着を

着用する。 
８，保健室を利用するときは、担任の先生又は教科の先生に連絡し、保健室利用連絡票を記入してもら

い養護教諭に提出する。利用した後は、保健室連絡票を担任又は教科の先生に届けること。 
９，職員室への出入りは、基本的に禁止とする。用事がある場合は、職員室前の通路で連絡しましょう。 

１０，学校施設や道具などを破損したときは、すぐに担任や教頭先生に申し出て理由を話しましょう。 
１１，エレベーターは車いす・ケガ等で歩行が困難な生徒と付き添い(２名)のみ、利用を許可する。 
１２，バリアフリートイレは車いすを使用している生徒の利用を優先する。 
 

 


